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○超快速バスの実証運行 
 高規格道路経由で１日３往復を上限として、 ５ヶ

月間、熊本市と本市の都市間交通の移動利便性
向上のため、超快速便を実証運行し潜在需要の
喚起を図る。   

○福祉バスを路線バスに再編する実証運行 
 河浦町及び天草町で利用条件を設定して運行し
ている福祉バスを、誰でも利用ができる路線バス
の補助路線として、１３人乗りの小型車両を使用し、
週２日の１日２往復を上限として実証運行し、公共
交通機関の重複を解消するとともに利用者の増加
を図る。 

  
 本市におけるバス交通は、地域や利用者のニーズに合わない運行や複数の公共交通機関との連携不足、 また、情報発信の不足などにより利用者

が年々減少し、維持・継続が懸念される状況にあることから、福祉バスを路線バスに再編する実証運行や超快速バスの実証運行を行うとともに、小学
生を対象とした公共交通機関への体験学習を実施し公共交通機関の周知を図る。 
 

概 要  

○利用促進策の実施 
 市内の小学生を対象とした路線バスなど公共交
通機関への体験乗車を実施し、日常生活における
移動手段の一つとして公共交通機関の周知を図
る。  
 また、分かりやすいダイヤ表や路線図を掲載す
るため、利用者が多い主要なバス停ポールを改善
する。  
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